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◆施行は４月１日の予定 

改正雇用保険法案（雇用保険法等の一部を改正する法律案）

が今国会で成立の見込みとなっています。主な改正点は、「雇

用保険の適用範囲の拡大」と「雇用保険二事業の財政基盤の強

化」の２つであり、施行日は４月１日の予定です。 

◆「雇用保険の適用範囲の拡大」 

①非正規労働者に対する適用範囲の拡大 

雇用保険の適用基準である「６カ月以上の雇用見込みが「31

日以上の雇用見込み」に緩和されます。 

②雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の 

改善 

事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未

加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除され

ていたことが給与明細等の書類により確認された者について

は、現行の「２年」を超えて遡及適用されます。 

この場合において、事業所全体として保険料を納付していな

いことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効であ

る２年経過後も、保険料を納付可能とし、その納付を勧奨しま

す。 

◆「雇用保険二事業の財政基盤の強化」 

①失業等給付の積立金からの借入れ 

雇用保険二事業（事業主からの保険料負担のみ）の財源不足

を補うために、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みが

暫定的に措置されます。 

②雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止 

現行規定では、平成 22 年度の保険料率は 21 年度と同じく

3.0／1000 となりますが、弾力条項の発動を停止すること

により、22 年度の保険料率は原則通りの 3.5／1000 とな

ります。 

◆企業にとっては厳しい改正 

改正法の施行日は平成 22 年４月１日の予定です（「遡及適

用期間の改善」ついては公布の日から９月以内）。 

雇用保険は、失業者の生活や雇用の安定を図るための

ものであるため、今回の改正は当然の措置であるかもし

れません。しかし、現下の不況の中、「適用範囲の拡大」

等は、企業にとっては厳しい改正といえるでしょう。 

「若年者の失業率」と 

「学生の内定取消」の状況 

◆世界的にも高い若年層の失業率 

国際労働機関（ILO）の調査結果によれば、2009

年における若年層（25 歳未満）の失業率は 17.7％

（前年比 4.6 ポイント悪化）となったそうです。全世

代平均の失業率は 8.4％ですので、これを大幅に上回

っています。特にユーロ圏では 21.0％、米国では

15.6％と非常に高くなっています（日本では8.4％）。

日本でも、企業から内定を受けていない今春卒業予

定の大学生が 10 万人以上いるとも言われ、大きな社

会問題となっています。 

◆内定取消企業名の公表基準 

昨年１月、厚生労働省は、会社の都合で一方的に学

生の内定を取り消した場合、ハローワークと学校に通

知するようにとの規則を定めました。 

また、「新卒者の内定取消企業名の公表」の基準に

ついて、以下の５項目を示しました。 
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①年度以上連続で内定取消を行った。 

②同一年度に 10 人以上の内定取消を行った。 

③事業活動の縮小が余儀なくされているものと明らかには

認められない。 

④学生に内定取消の理由を十分に説明していない。 

⑤内定を取り消した学生の就職先確保の支援を行わなかっ

た。 

上記のいずれかに該当するような悪質なケースでは、企業

名が公表されることになっています。昨年度の内定取消者の

数は 2,143 人（447 事業所）で、企業名が公表されたのは

15 社でした。 

◆「内定取消」と「内定辞退」 

最近は、「企業による内定取消」なのか「学生による（自

主的な）内定辞退」なのかがあいまいで、トラブルになるケ

ースも多いようです。例えば、企業が学生に多額の補償金な

どを手渡して、なかば強引に「内定辞退」を迫るといったケ

ースです。 

内定取消については、解雇に比べると「合理性」や「相当

性」が緩やかに認められるといえますが、判例（大日本印刷

事件・最高裁昭和 54 年７月 20 日判決）では、内定取消が

認められるのは、「内定当時知ることができず、また知るこ

とを期待できないような事実があり、それを理由に内定を取

り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合

理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合」に

限られるとしていますので、内定取消を行う場合にはこの点

に注意しなければなりません。 

◆どんなコスト削減が行われているか？ 

2008 年秋の世界同時不況以降、様々なコスト削減の取

組みが各社で行われていると思いますが、「あなたの会社で

どのようなコスト削減が実施されましたか」という問いに

対する回答（複数回答）は、次の通りでした。 

①コピー費の削減（カラーコピーの禁止、出力自体の抑制

等）…58.8％ 

②残業禁止による残業代削減…41.8％ 

③交通費の削減（出張の抑制、タクシー代削減等）…41.2％

④交際費の削減（お客様の接待抑制、禁止等）…34.2％ 

⑤通信費の削減（会社携帯電話の取りやめ、携帯代金の自

己負担等）…27.1％ 

⑥オフィス家賃の削減（オフィス移転、オフィス縮小等）

…18.9％ 

◆６割以上がモチベーション低下 

また、「コスト削減によって業務が非効率になったと感じ

たことがありますか」という質問に対して「ある」と答え

た人は 52.1％、「ない」と答えた人は 47.9％でした。 

そして、「コスト削減によって働くモチベーションは下が

ると思いますか」という問いに対しては、「大変思う」が

22.1％、「思う」が 39.1％、「思わない」が 31.1％、「全

く思わない」が 7.6％という結果となり、「大変思う」「思

う」を合わせると、６割以上の人が「コスト削減によりモ

チベーションが下がる」と感じているということになりま

す。 

◆重要なのは「お金の使い方」 

業績が悪いときに「コスト削減・経費節減」を考えるの

は会社として当然のことでしょう。しかし、業務を担って

いる社員のモチベーションが下がり、働く環境が悪くなっ

てしまっては何にもなりません。 

コストのかけ方や経費の使い方だけが社員のモチベーショ

ンに繋がるものではありませんが、今の厳しい時代、「切り

詰めるべきもの」と「お金をかけるべきもの」をきちんと

見極め、社員のやる気をアップさせるような「お金の使い

方」が求められるのではないでしょうか。 

会社の経費節減と 

社員のモチベーションとの関係 

◆インターネットによる調査 

NTT レゾナント株式会社は、昨年 12 月に、インター

ネットを利用した「コスト削減と働くモチベーションに関

する意識調査」を実施し、先頃、その結果を発表しました。

調査の対象は、従業員数 10 名～299 名の中小企業に

勤めている 20 代・30 代の社員であり、524 件の有効

回答があったそうです。ここでは、この調査結果について

見ていきましょう。 


